
人※

（
遺
族
の
方
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
）

で
、請
求
を
さ
れ
た
方
に
『
特
別
慰
労
品
』

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
こ
の
請
求
の
受
付

期
間
は
、
平
成
21
年
３
月
31
日
で
終
了
し

ま
す
。
請
求
書
な
ど
は
、
市
役
所
福
祉
課

の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
ま
だ
請
求
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

請
求
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
や
相
談

は
無
料
で
す
。
資
格
要
件
な
ど
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

　
（
０
１
２
０
）２
３
４
局
９
３
３

　

定
額
給
付
金
の
給
付
を
よ
そ
お
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
聞

き
出
し
」
に
よ
る
被
害
が
心
配
さ
れ
て
い

ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
次
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
！ 

従
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
田
原
市
や
総
務
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀

行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払

機
）
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と 

◦
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と 

◦「
定
額
給
付
金
」の
給
付
の
た
め
に
、
田

原
市
や
総
務
省
な
ど
が
手
数
料
な
ど
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と 

◦
現
時
点
で
、田
原
市
や
総
務
省
な
ど
が
、

皆
さ
ん
の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の
番

号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と

■“
あ
や
し
い
”と
思
っ
た
ら 

　

あ
や
し
い
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、

郵
便
が
届
い
た
り
し
た
ら
、
迷
わ
ず
、 

市

役
所
ま
た
は
最

寄
り
の
警
察
署
、

警
察
相
談
電
話

（
＃
９
１
１
０
）

に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６　

23
局
０
１
８
０

▼
対
象
＝
給
与
所
得
者
で
、
平
成
20
年
中

に
入
居
し
、「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）」
を
初
め
て
受
け
よ

う
と
す
る
方　

▼
日
時
＝
１
月
28
日（
水
）

午
前
10
時
か
ら
と
午
後
１
時
30
分
か
ら
の

２
回　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館
２
０
１

会
議
室　

▼
持
参
す
る
も
の
＝
「
印
鑑
」

「
給
与
所
得
者
の
源
泉
徴
収
票
」「
土
地
・

建
物
の
登
記
事
項
証
明
書
」「
住
民
票
」「
売

買
契
約
書
ま
た
は
請
負
契
約
書
の
写
し
」

「
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
」「
計
算
機
」

「
医
療
費
控
除
の
領
収
書
」
な
ど　

▼
そ

の
他
＝
必
要
書
類
が
整
い
、
確
定
申
告
書

の
記
入
が
完
了
し
た
方
は
、
こ
の
会
場
で

確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
詳
し
く
は

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
税
務
署

☎（
０
５
３
２
）52
局
６
２
０
１

▼
対
象
＝
給
与
収
入
の
み
の
方
で
医
療
費

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
お
よ
び
中
途

退
職
者
な
ど
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
な
い

方
で
、
還
付
申
告
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

▼
受
付
期
間
＝
２
月
２
日
（
月
）
～
13
日

（
金
）　

▼
受
付
時
間
＝
午
前
９
時
～
11
時

30
分
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分　

▼
受
付

場
所
＝
市
役
所
税
務
課　

▼
そ
の
他
＝
２

月
16
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
）
ま
で

は
市
内
各
確
定
申
告
会
場
で
受
け
付
け
ま

す
。
詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　
「
１
１
０
番
」
は
、
緊
急
通
報
の
た
め

の
専
用
電
話
で
す
。
事
件
解
決
の
キ
ー
ワ

ー
ド
は
“
す
ば
や
い
通
報
”
に
あ
り
ま
す
。

携
帯
電
話
で
１
１
０
番
通
報
す
る
際
は
、

次
の
事
項
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◉
周
り
の
地
形
、
建
物
を
よ
く
見
て
、
わ

か
り
や
す
く
説
明
す
る

◉
市
町
村
名
、
目
標
物
（
道
路
標
識
の
番

号
を
含
む
）
を
確
認
す
る

◉
近
く
に
公
衆
電
話
が
あ
れ
ば
、
そ
の
公

衆
電
話
で
か
け
直
す

◉
自
動
車
で
走
行
中
は
、
安
全
な
場
所
に

停
車
し
て
か
ら
通
報
す
る

「
相
談
は　

安
心
ダ
イ
ヤ
ル　

＃
９
１
１
０
」

　

急
を
要
さ
な
い
要
望
・
相
談
・
苦
情
や

各
種
照
会
な
ど
に
つ
い
て
は
、
警
察
相

談
専
用
電
話
「
＃

９
１
１
０
」
ま
た

は
田
原
警
察
署
の

番
号
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
田
原
警
察
署
☎
23
局
０
１
１
０

　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
で
は
、
恩
給

欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑よ
く

留り
ゅ
う

者し
ゃ

、
引ひ
き

揚あ
げ

者し
ゃ

本

所
得
税
の
還
付
申
告

緊
急
時

　

あ
な
た
を
守
る　

１
１
０
番

定
額
給
付
金
を
よ
そ
お
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

「
特
別
慰
労
品
」の
贈
呈

　

請
求
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

所
得
税
の

　
　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
説
明
会

※「
引
揚
者
」は
、終
戦
の
日
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
外
地
で
生
活
し
、戦
後
引
き
揚
げ
て

き
た
家
族
全
員
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
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